
 
 
 

令和４年 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

８ 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

１２ 月 令和５年 １ 月 ２ 月 ３ 月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

注意：１月２日（月）は収集しません。

集積所に出せないごみ

●テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機 ●フロンを使用している除湿機、冷風機など。

●消火器、タイヤ、バッテリーなどは販売店にご相談ください。

●【燃やせる粗大ごみ】 木製家具類、たんす、布団、毛布、じゅうたん、畳、カーペット、ソファーなど、

燃やせるごみで指定ごみ袋に入らないものは施設へ搬入してください。

●燃やせるごみ・燃やせる粗大ごみ…大崎広域東部クリーンセンター 遠田郡涌谷町字関谷沖名 （☎ ） 

≪収集対象地区≫

◆本小牛田地区：牛飼 区・ 区・ 区、西原、八幡、

町 区・ 区、下小牛田 区・ 区

◆中埣地区：中埣 区・ 区・ 区、高城、荻埣、

平針 区・ 区・ 区

◆北浦地区：御免、関根、谷地、二又、中組、

横埣、新田、起谷

●燃やせないごみ・燃やせない粗大ごみ…大崎広域リサイクルセンター 大崎市古川桜ノ目字新高谷地 （☎ ） 
ご み の

処理施設

燃やせるごみ（毎週 月・木）

ビン・カン類、燃やせないごみ、小型家電、乾電池（第 ・ 水）

燃やせない粗大ごみ（第 水）

収集お休み

ペットボトル、プラ製容器包装、新聞、段ボール、その他紙 紙製容器包装、雑紙 等（第 ・ 金）

ごみの出し方・注意事項

●【 燃 や せ る ご み 】： 生ごみ（水分を取り除いてください）、貝類、アルミホイル、ゴム類、革、紙おむつ、プラスチック製品等指定袋に入るもの。

●【燃やせないごみ】： せともの、食器、化粧ビン、なべ、ガラス、蛍光灯、スプレー缶（穴をあけてください）など。一辺の長さがおおよそ 以内のもの。

●【燃やせない粗大ごみ】： 自転車、ストーブ、電気こたつ、扇風機など。一辺の長さがおおよそ 以上のもの（長さ 、幅 程度まで）。

●【 ビ ン ・ カ ン 類 】： 中を水洗いし分別する（ビンは、生きビン、無色、茶色、その他の色に分別）（カンは、アルミ缶、スチール缶に分別）。

●【小型家電・乾電池】： ボックスに入る大きさのもの。携帯電話、パソコン、 プレーヤー、電話機、ゲーム機、デジカメ、家電付属品（ﾘﾓｺﾝ、ｹｰﾌﾞﾙ類）など。

●【 ペ ッ ト ボ ト ル 】： 中を水洗いし、つぶして出してください。ラベルとキャップはプラ製容器包装へ。

●【プラ製容器包装】： 食品パッケージ、洗剤の容器、レジ袋、白色トレイ、ペットボトルのキャップやラベルなど。汚れが落ちない物は、燃やせるごみへ。

●【新聞、広告、雑誌等】・【古布】・【段ボール】・【その他紙（紙製容器包装、雑紙）】・【紙パック】（プラスチック部分は取り除いてください） ： 飛散しないように

ヒモで十字に結わえてください。

美里町公衆衛生組合連合会
美里町町民生活課　☎33-2114


